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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信方法であって、
　第１の基地局が、１以上のＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ）識別子のセットであるＷＬＡＮモビリティセットをユーザ装置へ設定し、
　前記第１の基地局が、第２の基地局への前記ユーザ装置のハンドオーバを決定し、
　前記第１の基地局が、前記ユーザ装置のためのハンドオーバ要求メッセージに、前記１
以上のＷＬＡＮ識別子が関連付けられているＷＬＡＮ終端装置の識別子を含め、
　前記第１の基地局が、前記ＷＬＡＮ終端装置の識別子を含む前記ハンドオーバ要求メッ
セージを前記第２の基地局へ送る、通信方法。
【請求項２】
　前記第２の基地局が、前記ＷＬＡＮ終端装置の識別子に基づいて特定された前記ＷＬＡ
Ｎ終端装置に対して、前記ユーザ装置のためのリソースの準備を要求するためのＷＴ（Ｗ
ＬＡＮ　Ｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ）追加要求メッセージを送る請求項１に記載の通信方法
。
【請求項３】
　前記第１の基地局が、前記ハンドオーバ要求メッセージに、前記ＷＬＡＮ終端装置によ
り割り当てられた前記ユーザ装置の識別子を含め、
　前記第１の基地局が、前記ユーザ装置の識別子を含む前記ハンドオーバ要求メッセージ
を前記第２の基地局へ送る請求項１に記載の通信方法。
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【請求項４】
　前記第２の基地局が、前記ユーザ装置のためのリソースの準備を要求するためのＷＴ追
加要求メッセージに、前記ＷＬＡＮ終端装置により割り当てられた前記ユーザ装置の識別
子を含め、
　前記第２の基地局が、前記ユーザ装置の識別子の識別子を含む前記ＷＴ追加要求メッセ
ージを前記ＷＬＡＮ終端装置へ送る請求項３に記載の通信方法。
【請求項５】
　前記ＷＬＡＮ終端装置が、前記ＷＴ追加要求メッセージに対する応答であるＷＴ追加要
求承認メッセージを前記第２の基地局へ送り、
　前記第２の基地局が、前記ハンドオーバ要求メッセージに対する応答であるハンドオー
バ要求承認メッセージに、前記ＷＬＡＮ終端装置が前記ユーザ装置のコンテキストを保持
することを示す保持情報を含め、
　前記第２の基地局が、前記保持情報を含む前記ハンドオーバ要求承認メッセージを前記
第１の基地局へ送る請求項４に記載の通信方法。
【請求項６】
　前記第１の基地局が、前記ユーザ装置のためのリソースの解放を要求するＷＴ解放メッ
セージに、前記ＷＬＡＮ終端装置が前記ユーザ装置のコンテキストを保持することを示す
保持情報を含め、
　前記第１の基地局が、前記保持情報を含む前記ＷＴ解放メッセージを前記ＷＬＡＮ終端
装置へ送る請求項１に記載の通信方法。
【請求項７】
　第１の基地局を制御するためのプロセッサであって、
　１以上のＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）識別
子のセットであるＷＬＡＮモビリティセットをユーザ装置へ設定する処理と、
　第２の基地局への前記ユーザ装置のハンドオーバを決定する処理と、
　前記ユーザ装置のためのハンドオーバ要求メッセージに、前記１以上のＷＬＡＮ識別子
が関連付けられているＷＬＡＮ終端装置の識別子を含める処理と、
　前記ＷＬＡＮ終端装置の識別子を含む前記ハンドオーバ要求メッセージを前記第２の基
地局へ送る処理と、を実行するプロセッサ。
【請求項８】
　第１の基地局であって、
　コントローラを備え、
　前記コントローラは、
　　１以上のＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）識
別子のセットであるＷＬＡＮモビリティセットをユーザ装置へ設定し、
　　第２の基地局への前記ユーザ装置のハンドオーバを決定し、
　　前記ユーザ装置のためのハンドオーバ要求メッセージに、前記１以上のＷＬＡＮ識別
子が関連付けられているＷＬＡＮ終端装置の識別子を含め、
　　前記ＷＬＡＮ終端装置の識別子を含む前記ハンドオーバ要求メッセージを前記第２の
基地局へ送る、よう構成される第１の基地局。
【請求項９】
　第２の基地局を制御するためのプロセッサであって、
　１以上のＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）識別
子のセットであるＷＬＡＮモビリティセットが設定されたユーザ装置のためのハンドオー
バ要求メッセージを第１の基地局から受信する処理を実行し、
　前記ハンドオーバ要求メッセージは、前記１以上のＷＬＡＮ識別子が関連付けられてい
るＷＬＡＮ終端装置の識別子を含むプロセッサ。
【請求項１０】
　第２の基地局であって、
　コントローラを備え、
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　前記コントローラは、
　　１以上のＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）識
別子のセットであるＷＬＡＮモビリティセットが設定されたユーザ装置のためのハンドオ
ーバ要求メッセージを第１の基地局から受信するよう構成され、
　前記ハンドオーバ要求メッセージは、前記１以上のＷＬＡＮ識別子が関連付けられてい
るＷＬＡＮ終端装置の識別子を含む第２の基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、通信方法、プロセッサ、基地局、及びネットワーク装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルラ通信技術の標準化プロジェクトである３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ
　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）で仕様が策定されているＬＴＥ（Ｌｏｎｇ
　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）では、ＬＷＡ（ＬＴＥ－ＷＬＡＮ　Ａｇｇｒｅｇａｔ
ｉｏｎ）が導入されている（非特許文献１参照）。
【０００３】
　ＬＷＡでは、ユーザ装置は、ＬＴＥ（セルラ通信システム）の無線リソースだけでなく
、ＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）：Ｗ
ＬＡＮ通信システム）の無線リソースを利用することができる。ＬＷＡでは、ＷＬＡＮ終
端装置（ＷＴ：ＷＬＡＮ　Ｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ）を経由して基地局からユーザ装置へ
のデータ（パケット）が送られる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ技術仕様書「ＴＳ　３６．３００　Ｖ１３．２．０」　２０１
６年１月１３日
【発明の概要】
【０００５】
　一の実施形態に係る通信方法では、第１の基地局が、１以上のＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）識別子のセットであるＷＬＡＮモビリテ
ィセットをユーザ装置へ設定する。前記第１の基地局が、第２の基地局への前記ユーザ装
置のハンドオーバを決定する。前記第１の基地局が、前記ユーザ装置のためのハンドオー
バ要求メッセージに、前記１以上のＷＬＡＮ識別子が関連付けられているＷＬＡＮ終端装
置の識別子を含める。前記第１の基地局が、前記ＷＬＡＮ終端装置の識別子を含む前記ハ
ンドオーバ要求メッセージを前記第２の基地局へ送る。
【０００６】
　一の実施形態に係るプロセッサは、基地局（第１の基地局）を制御するためのプロセッ
サである。前記プロセッサは、１以上のＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒ
ｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）識別子のセットであるＷＬＡＮモビリティセットをユーザ装置へ
設定する処理と、第２の基地局への前記ユーザ装置のハンドオーバを決定する処理と、前
記ユーザ装置のためのハンドオーバ要求メッセージに、前記１以上のＷＬＡＮ識別子が関
連付けられているＷＬＡＮ終端装置の識別子を含める処理と、前記ＷＬＡＮ終端装置の識
別子を含む前記ハンドオーバ要求メッセージを前記第２の基地局へ送る処理と、を実行す
る。
【０００７】
　一の実施形態に係る基地局（第１の基地局）は、コントローラを備える。前記コントロ
ーラは、１以上のＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）識別子のセットであるＷＬＡＮモビリティセットをユーザ装置へ設定し、第２の基地局
への前記ユーザ装置のハンドオーバを決定し、前記ユーザ装置のためのハンドオーバ要求
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メッセージに、前記１以上のＷＬＡＮ識別子が関連付けられているＷＬＡＮ終端装置の識
別子を含め、前記ＷＬＡＮ終端装置の識別子を含む前記ハンドオーバ要求メッセージを前
記第２の基地局へ送る、よう構成される。
【０００８】
　一の実施形態に係るプロセッサは、基地局（第２の基地局）を制御するためのプロセッ
サである。前記プロセッサは、１以上のＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒ
ｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）識別子のセットであるＷＬＡＮモビリティセットが設定されたユ
ーザ装置のためのハンドオーバ要求メッセージを第１の基地局から受信する処理を実行し
、前記ハンドオーバ要求メッセージは、前記１以上のＷＬＡＮ識別子が関連付けられてい
るＷＬＡＮ終端装置の識別子を含む。
【０００９】
　一の実施形態に係る基地局（第２の基地局）は、コントローラを備える。前記コントロ
ーラは、１以上のＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）識別子のセットであるＷＬＡＮモビリティセットが設定されたユーザ装置のためのハン
ドオーバ要求メッセージを第１の基地局から受信するよう構成される。前記ハンドオーバ
要求メッセージは、前記１以上のＷＬＡＮ識別子が関連付けられているＷＬＡＮ終端装置
の識別子を含む。
【００１０】
　一の実施形態に係るプロセッサは、ネットワーク装置を制御するためのプロセッサであ
る。前記プロセッサは、ユーザ装置のためのリソースの準備を要求するためのＷＬＡＮ追
加要求メッセージを基地局から受信する処理を実行する。前記ＷＬＡＮ追加要求メッセー
ジは、前記ネットワーク装置により割り当てられたユーザ装置の識別子を含む。
【００１１】
　一の実施形態に係るネットワーク装置（ＷＬＡＮ終端装置）は、コントローラを備える
。前記コントローラは、ユーザ装置のためのリソースの準備を要求するためのＷＬＡＮ追
加要求メッセージを基地局から受信するよう構成される。前記ＷＬＡＮ追加要求メッセー
ジは、前記ネットワーク装置により割り当てられたユーザ装置の識別子を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、システム構成を示す図である。
【図２】図２は、ＬＴＥシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図
である。
【図３】図３は、ＬＷＡで用いられるｅＮＢの無線プロトコル構造を示す図である。
【図４】図４は、ＵＥ１００を示すブロック図である。
【図５】図５は、ｅＮＢ２００を示すブロック図である。
【図６】図６は、ＡＰ３００を示すブロック図である。
【図７】図７は、ＷＴ６００を示すブロック図である。
【図８】図８は、実施形態に係る動作を説明するためのシーケンス図である。
【図９】図９は、ＷＴ変更を伴わないｅＮＢ間ハンドオーバを説明するためのシーケンス
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　［実施形態の概要］
　一の実施形態に係る通信方法では、第１の基地局が、１以上のＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）識別子のセットであるＷＬＡＮモビリテ
ィセットをユーザ装置へ設定する。前記第１の基地局が、第２の基地局への前記ユーザ装
置のハンドオーバを決定する。前記第１の基地局が、前記ユーザ装置のためのハンドオー
バ要求メッセージに、前記１以上のＷＬＡＮ識別子が関連付けられているＷＬＡＮ終端装
置の識別子を含める。前記第１の基地局が、前記ＷＬＡＮ終端装置の識別子を含む前記ハ
ンドオーバ要求メッセージを前記第２の基地局へ送る。
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【００１４】
　前記第２の基地局が、前記ＷＬＡＮ終端装置の識別子に基づいて特定された前記ＷＬＡ
Ｎ終端装置に対して、前記ユーザ装置のためのリソースの準備を要求するためのＷＬＡＮ
追加要求メッセージを送ってもよい。
【００１５】
　前記第１の基地局が、前記ハンドオーバ要求メッセージに、前記ＷＬＡＮ終端装置によ
り割り当てられた前記ユーザ装置の識別子を含めてもよい。前記第１の基地局が、前記ユ
ーザ装置の識別子を含む前記ハンドオーバ要求メッセージを前記第２の基地局へ送っても
よい。
【００１６】
　前記第２の基地局が、前記ユーザ装置のためのリソースの準備を要求するためのＷＬＡ
Ｎ追加要求メッセージに、前記ＷＬＡＮ終端装置により割り当てられた前記ユーザ装置の
識別子を含めてもよい。前記第２の基地局が、前記ユーザ装置の識別子の識別子を含む前
記ＷＬＡＮ追加要求メッセージを前記ＷＬＡＮ終端装置へ送ってもよい。
【００１７】
　前記ＷＬＡＮ終端装置が、前記ＷＬＡＮ追加要求メッセージに対する応答であるＷＬＡ
Ｎ追加要求承認メッセージを前記第２の基地局へ送ってもよい。前記第２の基地局が、前
記ハンドオーバ要求メッセージに対する応答であるハンドオーバ要求承認メッセージに、
前記ＷＬＡＮ終端装置が前記ユーザ装置のコンテキストを保持することを示す保持情報を
含めてもよい。前記第２の基地局が、前記保持情報を含む前記ハンドオーバ要求承認メッ
セージを前記第１の基地局へ送ってもよい。
【００１８】
　前記第１の基地局が、前記ユーザ装置のためのリソースの解放を要求するＷＴ解放メッ
セージに、前記ＷＬＡＮ終端装置が前記ユーザ装置のコンテキストを保持することを示す
保持情報を含めてもよい。前記第１の基地局が、前記保持情報を含む前記ＷＴ解放メッセ
ージを前記ＷＬＡＮ終端装置へ送ってもよい。
【００１９】
　一の実施形態に係るプロセッサは、基地局（第１の基地局）を制御するためのプロセッ
サである。前記プロセッサは、１以上のＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒ
ｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）識別子のセットであるＷＬＡＮモビリティセットをユーザ装置へ
設定する処理と、第２の基地局への前記ユーザ装置のハンドオーバを決定する処理と、前
記ユーザ装置のためのハンドオーバ要求メッセージに、前記１以上のＷＬＡＮ識別子が関
連付けられているＷＬＡＮ終端装置の識別子を含める処理と、前記ＷＬＡＮ終端装置の識
別子を含む前記ハンドオーバ要求メッセージを前記第２の基地局へ送る処理と、を実行す
る。
【００２０】
　一の実施形態に係る基地局（第１の基地局）は、コントローラを備える。前記コントロ
ーラは、１以上のＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）識別子のセットであるＷＬＡＮモビリティセットをユーザ装置へ設定し、第２の基地局
への前記ユーザ装置のハンドオーバを決定し、前記ユーザ装置のためのハンドオーバ要求
メッセージに、前記１以上のＷＬＡＮ識別子が関連付けられているＷＬＡＮ終端装置の識
別子を含め、前記ＷＬＡＮ終端装置の識別子を含む前記ハンドオーバ要求メッセージを前
記第２の基地局へ送る、よう構成される。
【００２１】
　一の実施形態に係るプロセッサは、基地局（第２の基地局）を制御するためのプロセッ
サである。前記プロセッサは、１以上のＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒ
ｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）識別子のセットであるＷＬＡＮモビリティセットが設定されたユ
ーザ装置のためのハンドオーバ要求メッセージを第１の基地局から受信する処理を実行し
、前記ハンドオーバ要求メッセージは、前記１以上のＷＬＡＮ識別子が関連付けられてい
るＷＬＡＮ終端装置の識別子を含む。
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【００２２】
　一の実施形態に係る基地局（第２の基地局）は、コントローラを備える。前記コントロ
ーラは、１以上のＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）識別子のセットであるＷＬＡＮモビリティセットが設定されたユーザ装置のためのハン
ドオーバ要求メッセージを第１の基地局から受信するよう構成される。前記ハンドオーバ
要求メッセージは、前記１以上のＷＬＡＮ識別子が関連付けられているＷＬＡＮ終端装置
の識別子を含む。
【００２３】
　一の実施形態に係るプロセッサは、ネットワーク装置を制御するためのプロセッサであ
る。前記プロセッサは、ユーザ装置のためのリソースの準備を要求するためのＷＬＡＮ追
加要求メッセージを基地局から受信する処理を実行する。前記ＷＬＡＮ追加要求メッセー
ジは、前記ネットワーク装置により割り当てられたユーザ装置の識別子を含む。
【００２４】
　一の実施形態に係るネットワーク装置（ＷＬＡＮ終端装置）は、コントローラを備える
。前記コントローラは、ユーザ装置のためのリソースの準備を要求するためのＷＬＡＮ追
加要求メッセージを基地局から受信するよう構成される。前記ＷＬＡＮ追加要求メッセー
ジは、前記ネットワーク装置により割り当てられたユーザ装置の識別子を含む。
【００２５】
　現状の仕様では、ユーザ装置にＬＷＡの設定（コンフィグ）された状態で、当該ユーザ
装置がハンドオーバを実行することが想定されていない。このため、ハンドオーバが実行
される度にユーザ装置に新たにＬＷＡの設定が行われる可能性がある。
【００２６】
　一の実施形態に係るソース基地局は、ＷＬＡＮモビリティセットをユーザ装置へ設定す
るコントローラを備える。前記コントローラは、前記ユーザ装置のハンドオーバの決定に
応じて、ハンドオーバ要求メッセージをターゲット基地局へ送る。前記ハンドオーバ要求
メッセージは、前記ＷＬＡＮモビリティセットに含まれるＷＬＡＮアクセスポイントの識
別子が関連付けられているＷＬＡＮ終端装置の識別子を含む。
【００２７】
　前記ハンドオーバ要求メッセージは、前記ＷＬＡＮモビリティセットを含んでもよい。
【００２８】
　前記ソース基地局は、ＷＬＡＮ測定報告を前記ユーザ装置から受け取るレシーバをさら
に備えてもよい。前記ハンドオーバ要求メッセージは、前記ＷＬＡＮ測定報告の情報を含
んでもよい。
【００２９】
　前記コントローラは、ハンドオーバ要求承認メッセージを前記ターゲット基地局から受
け取ってもよい。前記ハンドオーバ要求承認メッセージは、前記ＷＬＡＮ終端装置が前記
ユーザ装置のコンテキスト情報を保持することを示す情報を含んでもよい。
【００３０】
　一の実施形態に係るターゲット基地局は、ＷＬＡＮモビリティセットが設定されたユー
ザ装置のためのハンドオーバ要求メッセージをソース基地局から受け取るコントローラを
備える。前記ハンドオーバ要求メッセージは、前記ＷＬＡＮモビリティセットに含まれる
ＷＬＡＮアクセスポイントの識別子が関連付けられているＷＬＡＮ終端装置の識別子を含
む。
【００３１】
　前記コントローラは、前記ＷＬＡＮ終端装置の識別子に基づいて、ＷＴ追加要求メッセ
ージを前記ＷＬＡＮ終端装置へ送ってもよい。
【００３２】
　前記ハンドオーバ要求メッセージは、前記ＷＬＡＮモビリティセットを含んでもよい。
【００３３】
　前記コントローラは、前記ハンドオーバ要求メッセージの受信に応じて、ＷＴ追加要求
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メッセージを前記ＷＬＡＮ終端装置へ送ってもよい。前記ＷＴ追加要求メッセージは、前
記ＷＬＡＮモビリティセットを含んでもよい。
【００３４】
　前記ハンドオーバ要求メッセージは、前記ユーザ装置からのＷＬＡＮ測定報告の情報を
含んでもよい。
【００３５】
　前記コントローラは、前記ハンドオーバ要求メッセージの受信に応じて、ＷＴ追加要求
メッセージを前記ＷＬＡＮ終端装置へ送ってもよい。前記ＷＴ追加要求メッセージは、前
記ＷＬＡＮ測定報告の情報に基づくＷＬＡＮモビリティセットを含んでもよい。
【００３６】
　前記コントローラは、前記ハンドオーバ要求メッセージの受信に応じて、ＷＴ追加要求
メッセージを前記ＷＬＡＮ終端装置へ送ってもよい。前記コントローラは、ＷＴ追加要求
承認メッセージを前記ＷＬＡＮ終端装置から受け取ってもよい。前記ＷＴ追加要求承認メ
ッセージは、前記ＷＬＡＮ終端装置が前記ユーザ装置のコンテキスト情報を保持すること
を示す情報を含んでもよい。前記コントローラは、前記ＷＴ追加要求承認メッセージの受
信に応じて、ハンドオーバ要求承認メッセージを前記ソース基地局へ送ってもよい。前記
ハンドオーバ要求承認メッセージは、前記情報を含んでもよい。
【００３７】
　前記コントローラは、前記ハンドオーバ要求メッセージの受信に応じて、ＷＴ追加要求
メッセージを前記ＷＬＡＮ終端装置へ送ってもよい。前記ＷＴ追加要求メッセージは、前
記ターゲット基地局が前記ユーザ端末へ提供する予定のＷＬＡＮモビリティセット候補を
含んでもよい。前記コントローラは、前記ＷＬＡＮモビリティセットに基づくＷＴ追加要
求拒否メッセージを受け取ってもよい。
【００３８】
　前記ＷＴ追加要求拒否メッセージは、前記ＷＬＡＮモビリティセット候補が前記ユーザ
端末に設定された前記ＷＬＡＮモビリティセットと一致しないことを示す理由情報を含ん
でもよい。
【００３９】
　前記ＷＴ追加要求拒否メッセージは、前記ユーザ端末に設定された前記ＷＬＡＮモビリ
ティセットを含んでもよい。
【００４０】
　以下、図面を参照して、３ＧＰＰ規格に準拠して構成されるセルラ通信システムである
ＬＴＥシステムと無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ：Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）システムとが連携可能であるケースを例に挙げて説明する。
【００４１】
　（システム構成）
　図１は、実施形態に係るシステム構成を示す図である。図１に示すように、ＬＴＥシス
テムは、複数のＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）１００と、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖ
ｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ）１０と、ＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）２０と
、を含む。
【００４２】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は、セルラＲＡＮに相当する。ＥＰＣ２０は、コアネットワークに
相当する。Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０及びＥＰＣ２０は、ＬＴＥシステムのネットワークを構成
する。
【００４３】
　ＵＥ１００は、ユーザ装置（無線端末）である。ＵＥ１００は、移動型の無線通信装置
である。ＵＥ１００は、セルラ通信及びＷＬＡＮ通信の両通信方式をサポートする端末（
デュアル端末）である。
【００４４】
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　Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は、複数のｅＮＢ２００（ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ）を含む
。ｅＮＢ２００は基地局に相当する。ｅＮＢ２００は、１又は複数のセルを管理する。ｅ
ＮＢ２００は、自セルに在圏するＵＥ１００との無線通信を行う。「セル」は、無線通信
エリアの最小単位を示す用語として使用されてもよい。「セル」は、ＵＥ１００との無線
通信を行う機能（リソース）を示す用語としても使用されてもよい。ｅＮＢ２００は、無
線リソース管理（ＲＲＭ）機能、ユーザデータのルーティング機能、モビリティ制御及び
スケジューリングのための測定制御機能等を有する。
【００４５】
　ｅＮＢ２００は、Ｘ２インターフェイスを介して相互に接続される。ｅＮＢ２００は、
Ｓ１インターフェイスを介して、ＥＰＣ２０に含まれるＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａ
ｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）３００及びＳＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ
）５００と接続される。ｅＮＢ２００は、Ｘｗインターフェイスを介して、後述するＷＴ
６００と接続される。
【００４６】
　ＥＰＣ２０は、複数のＭＭＥ４００／Ｓ－ＧＷ５００を含む。ＭＭＥ４００は、ＵＥ１
００に対する各種モビリティ制御等を行うネットワークノードであり、制御局に相当する
。ＳＧＷ５００は、ユーザデータの転送制御を行うネットワークノードであり、交換局に
相当する。
【００４７】
　ＷＬＡＮ３０は、ＷＬＡＮアクセスポイント（以下「ＡＰ」という）３００と、ＷＬＡ
Ｎ終端装置（以下、「ＷＴ」という）６００とを含む。ＡＰ３００は、例えばＬＴＥシス
テムのＮＷ（Ｎｅｔｗｏｒｋ）オペレータにより管理されるＡＰ（Ｏｐｅｒａｔｏｒ　ｃ
ｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　ＡＰ）である。
【００４８】
　ＷＴ６００は、論理ノードである。ＷＴ６００は、Ｘｗインターフェイスを介してｅＮ
Ｂ２００と接続される。ＷＴ６００は、ＷＬＡＮに関してＸｗインターフェイスを終端す
る。Ｘｗインターフェイスは、Ｘｗユーザプレーンインターフェイス（Ｘｗ－Ｕ）とＸｗ
コントロールプレーンインターフェイス（Ｘｗ－Ｃ）とにより構成される。Ｘｗ－Ｕは、
ｅＮＢ２００とＷＴ６００との間でデータ（ＬＷＡ　ＰＤＵ）を運ぶために用いられる。
Ｘｗ－Ｃは、ｅＮＢ２００とＷＴ６００との間で制御シグナルを運ぶために用いられる。
【００４９】
　ＷＴ６００は、１以上のＡＰ３００と関連付けられている。ＷＴ６００は、関連付けら
れているＡＰ３００を介して、ＵＥ１００へデータを送信又は受信する。ＷＴ６００は、
関連付けられているＡＰ３００の識別子を保持する。
【００５０】
　ＷＬＡＮ３０は、例えばＩＥＥＥ　８０２．１１諸規格に準拠して構成される。ＡＰ３
００は、セルラ周波数帯とは異なる周波数帯でＵＥ１００とのＷＬＡＮ通信を行う。一般
的に、ＷＬＡＮ通信はアンライセンスドバンドで行われる。セルラ通信は、ライセンスド
バンドで行われる。ＡＰ３００は、ルータ等を介してＥＰＣ２０に接続される。
【００５１】
　図２は、ＬＴＥシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である
。図２に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、ＯＳＩ参照モデルの第１層乃
至第３層に区分されている。第１層は、物理（ＰＨＹ）層である。第２層は、ＭＡＣ（Ｍ
ｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層、ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ）層、及びＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ）層を含む。第３層は、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ）層を含む。
【００５２】
　物理層は、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソ
ースマッピング・デマッピングを行う。ＵＥ１００の物理層とｅＮＢ２００の物理層との



(9) JP 6487111 B2 2019.3.20

10

20

30

40

50

間では、物理チャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。
【００５３】
　ＭＡＣ層は、データの優先制御、ハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）による再送処理、及
びランダムアクセス手順等を行う。ＵＥ１００のＭＡＣ層とｅＮＢ２００のＭＡＣ層との
間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。ｅＮＢ２０
０のＭＡＣ層は、スケジューラを含む。当該スケジューラは、上下リンクのトランスポー
トフォーマット（トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式（ＭＣＳ））及びＵ
Ｅ１００への割当リソースブロックを決定する。
【００５４】
　ＲＬＣ層は、ＭＡＣ層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のＲＬＣ層に伝送す
る。ＵＥ１００のＲＬＣ層とｅＮＢ２００のＲＬＣ層との間では、論理チャネルを介して
データ及び制御信号が伝送される。
【００５５】
　ＰＤＣＰ層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
【００５６】
　ＲＲＣ層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。ＵＥ１００のＲＲＣ
層とｅＮＢ２００のＲＲＣ層との間では、各種設定のためのメッセージ（ＲＲＣメッセー
ジ）が伝送される。ＲＲＣ層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャ
ネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。ＵＥ１００のＲＲＣとｅ
ＮＢ２００のＲＲＣとの間に接続（ＲＲＣ接続）がある場合、ＵＥ１００はＲＲＣコネク
ティッド状態（コネクティッド状態）である。そうでない場合、ＵＥ１００はＲＲＣアイ
ドル状態（アイドル状態）である。
【００５７】
　ＲＲＣ層の上位に位置するＮＡＳ（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）層は、セ
ッション管理及びモビリティ管理等を行う。
【００５８】
　（ＬＷＡ）
　ＬＷＡ（ＬＴＥ－ＷＬＡＮ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）について、図３を用いて説明す
る。図３は、ＬＷＡで用いられるｅＮＢ２００の無線プロトコル構造（ｒａｄｉｏ　ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）を示す。
【００５９】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は、ＬＷＡ動作をサポートする。ＬＷＡでは、ＬＴＥとＷＬＡＮと
の無線リソースを利用するために、ＲＲＣ接続状態のＵＥ１００がｅＮＢ２００により設
定（コンフィグ）される。
【００６０】
　図３に示すように、ＬＷＡでは、ｅＮＢ２００には、ＬＷＡＡＰ（ＬＴＥ－ＷＬＡＮ　
Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ　Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）エンティティが設
けられる。ＬＷＡＡＰエンティティは、ＬＷＡ　ＰＤＵを発生する。ＬＷＡ　ＰＤＵは、
ＬＷＡにおいて、ＷＬＡＮ３０を介した送信のためにＬＷＡＡＰエンティティにより発生
したＤＲＢ（Ｄａｔａ　Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ）識別子（ＤＲＢ　ＩＤ）を含むＰＤ
Ｕ（Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）である。ＷＴ６００は、ＷＬＡＮ３０を介
したＵＥ１００へのデータの転送のためにＬＷＡ　ＥｔｈｅｒＴｙｐｅを用いる。ＵＥ１
００は、受信したＰＤＵがＬＷＡベアラに属することを決定するために、ＬＷＡ　Ｅｔｈ
ｅｒＴｙｐｅを用いる。ＵＥ１００は、ＰＤＵが属するＬＷＡベアラを決定するためにＤ
ＲＢ識別子を用いる。
【００６１】
　ＬＷＡでは、ｅＮＢ２００（ＬＴＥ）の無線リソースのみを用いてデータ（パケット）
が伝送されるベアラ（ＬＷＡベアラ）が存在する。
【００６２】
　ＬＷＡでは、２つのベアラタイプが存在する。２つのベアラタイプは、スプリットＬＷ
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Ａベアラ（ｓｐｌｉｔ　ＬＷＡ　ｂｅａｒｅｒ）及びスイッチドＬＷＡベアラ（ｓｗｉｔ
ｃｈｅｄ　ＬＷＡ　ｂｅａｒｅｒ）である。
【００６３】
　スプリットＬＷＡベアラは、ＬＷＡにおいて、ｅＮＢ２００及びＷＬＡＮ３０の無線リ
ソースを用いるためにｅＮＢ２００とＷＬＡＮ３０との両方に無線プロトコルが位置する
ベアラである。スプリットＬＷＡベアラは、ＰＤＣＰ層において、スプリット（分裂）す
るベアラである。一方のスプリットベアラは、ｅＮＢ２００の無線リソースを用いてデー
タが伝送される。ＰＤＣＰ層（第１のＰＤＣＰ層）、ＲＬＣ層及びＭＡＣ層を経由してデ
ータが伝送される。他方のスプリットベアラは、ＷＬＡＮ３０の無線リソースを用いてデ
ータが伝送される。ＰＤＣＰ層からＬＷＡＡＰを経由して、ＷＴ６００へデータが伝送さ
れる。データは、ＷＴ６００のＷＬＡＮ層（ＷＬＡＮエンティティ）及び、ＡＰ３００を
経由してＵＥ１００へ伝送される。
【００６４】
　スイッチドＬＷＡベアラは、ＬＷＡにおいて、ｅＮＢ２００とＷＬＡＮ３０との両方に
無線プロトコルが位置するが、ＷＬＡＮ３０の無線リソースのみが用いられるベアラであ
る。スイッチドＬＷＡベアラでは、上述の他方のスプリットベアラと同様に、ＰＤＣＰ層
（第２のＰＤＣＰ層）からＬＷＡＡＰを経由して、ＷＴ６００へデータが伝送される。
【００６５】
　ＬＷＡを下りデータ（パケット）伝送に用いるケースを説明したが、ＬＷＡを上りデー
タ（パケット）伝送に用いるケースも同様である。
【００６６】
　ただし、ＵＥ１００からＷＬＡＮ３０を経由してｅＮＢ２００へ伝送されるデータ（パ
ケット）の行き先（ＰＤＣＰ層）は、当該データが属するベアラに応じて異なる。ＬＷＡ
ＡＰは、データ（パケット）に含まれるＤＲＢ識別子に基づいて、送信先のＰＤＣＰを決
定する。ＬＷＡＡＰは、データがスプリットＬＷＡベアラに属する（すなわち、データが
スプリットＬＷＡベアラの識別子を含む）場合、データを第１のＰＤＣＰ層へ送る。第１
のＰＤＣＰ層において、ＲＬＣ層から送られたデータ（パケット）と結合される。第１の
ＰＤＣＰ層は、結合されたデータを上位ノード（ＭＭＥ４００／ＳＧＷ５００）へ送る。
一方、ＬＷＡＡＰは、データがスイッチドＬＷＡベアラに属する（すなわち、データがス
イッチドＬＷＡベアラの識別子を含む）場合、データを第２のＰＤＣＰ層へ送る。第２の
ＰＤＣＰ層は、データを上位ノード（ＭＭＥ４００／ＳＧＷ５００）へ送る。
【００６７】
　（ＷＬＡＮモビリティセット）
　ＷＬＡＮモビリティセットについて、説明する。ＷＬＡＮモビリティセットは、１以上
のＷＬＡＮ識別子（例えば、ＢＳＳＩＤ（Ｂａｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　ＩＤ）
、ＨＥＳＳＩＤ（Ｈｏｍｏｇｅｎｏｕｓ　Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　
ＩＤ）及びＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　ＩＤ）など）により識別される１つ以上
のＡＰ３００のセットである。ＵＥ１００は、ｅＮＢ２００への通知なく、ＷＬＡＮモビ
リティセットに属するＡＰ３００間でモビリティを実行してもよい。
【００６８】
　ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００へＷＬＡＮモビリティセットを提供する。ＵＥ１００にＷ
ＬＡＮモビリティセットが設定（コンフィグ）された場合、ＵＥ１００は、設定されたＷ
ＬＡＮモビリティセットの１つと一致する識別子のＷＬＡＮ３０（ＡＰ３００）との接続
を試みる。ＷＬＡＮモビリティセットに属さないＡＰ３００へのＵＥ１００のモビリティ
は、ｅＮＢ２００によって制御される。例えば、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００から提供さ
れるメジャメント報告に基づいてＷＬＡＮモビリティセットを更新する。ＵＥ１００は、
１回で最大でも１つのＷＬＡＮモビリティセット（ＡＰ３００）に接続する。ＷＬＡＮモ
ビリティセットに属する全てのＡＰは、Ｘｗ－Ｃ及びＸｗ－Ｕを終端する共通のＷＴ６０
０を共有する。ＷＬＡＮモビリティセットに属するＷＬＡＮ識別子は、ＷＴ６００に関連
付けられている全てのＷＬＡＮ識別子の一部（サブセット）であってもよい。
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【００６９】
　（ＷＬＡＮ測定報告）
　ＬＷＡをサポートするＵＥ１００は、ＷＬＡＮ測定報告を実行するためにｅＮＢ２００
（Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０）により設定（コンフィグ）されてもよい。ＷＬＡＮ測定対象は、
ＷＬＡＮ識別子、ＷＬＡＮチャネル番号（ＷＬＡＮ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｎｕｍｂｅｒ）及
びＷＬＡＮ帯域（ＷＬＡＮ　ｂａｎｄ）の少なくともいずれかにより設定されてもよい。
【００７０】
　ＷＬＡＮ測定報告は、ＡＰ３００からの無線信号（例えば、ビーコン信号）の受信強度
（ＲＳＳＩ：Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
）を用いてトリガされる。ＷＬＡＮ測定報告は、ＲＳＳＩ、チャネル利用（ｃｈａｎｎｅ
ｌ　ｕｔｉｌｉｚａｔｉｏｎ）、局カウント（ｓｔａｔｉｏｎ　ｃｏｕｎｔ）、認証キャ
パシティ（ａｄｍｉｓｓｉｏｎ　ｃａｐａｃｉｔｙ）、バックホールレート（ｂａｃｋｈ
ａｕｌ　ｒａｔｅ）及びＷＬＡＮ識別子を含んでいてもよい。
【００７１】
　（無線端末）
　ＵＥ１００（無線端末）の構成について説明する。図４は、ＵＥ１００を示すブロック
図である。
【００７２】
　図４に示すように、ＵＥ１００は、レシーバ（Ｒｅｃｅｉｖｅｒ：受信部）１１０、ト
ランスミッタ（Ｔｒａｎｓｍｉｔｔｅｒ：送信部）１２０、及びコントローラ（Ｃｏｎｔ
ｒｏｌｌｅｒ：制御部）１３０を備える。レシーバ１１０とトランスミッタ１２０とは、
一体化されたトランシーバ（送受信部）であってもよい。ＵＥ１００は、セルラ通信とＷ
ＬＡＮ通信とで共通に用いられるレシーバ１１０及びトランスミッタ１２０を備えてもよ
い。ＵＥ１００は、セルラ通信用のレシーバ１１０及びトランスミッタ１２０と、ＷＬＡ
Ｎ通信用のレシーバ１１０及びトランスミッタ１２０とをそれぞれ備えてもよい。
【００７３】
　レシーバ１１０は、コントローラ１３０の制御下で各種の受信を行う。レシーバ１１０
は、アンテナを含む。レシーバ１１０は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信
号（受信信号）に変換してコントローラ１３０に出力する。
【００７４】
　トランスミッタ１２０は、コントローラ１３０の制御下で各種の送信を行う。トランス
ミッタ１２０は、アンテナを含む。トランスミッタ１２０は、コントローラ１３０が出力
するベースバンド信号（送信信号）を無線信号に変換してアンテナから送信する。
【００７５】
　コントローラ１３０は、ＵＥ１００における各種の制御を行う。コントローラ１３０は
、レシーバ１１０及びトランシーバ１２０を制御できる。コントローラ１３０は、プロセ
ッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセ
ッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと
、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）と、を含む。ベースバン
ドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。ＣＰＵは、
メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。コントローラ１３０は、後
述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
【００７６】
　本明細書では、ＵＥ１００が備えるレシーバ１１０、トランスミッタ１２０及びコント
ローラ１３０の少なくともいずれかが実行する処理を、便宜上、ＵＥ１００が実行する処
理（動作）として説明する。
【００７７】
　（基地局）
　ｅＮＢ２００（基地局）の構成について説明する。図５は、ｅＮＢ２００を示すブロッ
ク図である。
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【００７８】
　図５に示すように、ｅＮＢ２００は、レシーバ（受信部）２１０、トランスミッタ（送
信部）２２０、コントローラ（制御部）２３０、及びネットワークインターフェイス２４
０を備える。レシーバ２１０とトランスミッタ２２０とは、一体化されたトランシーバ（
送受信部）であってもよい。
【００７９】
　レシーバ２１０は、コントローラ２３０の制御下で各種の受信を行う。レシーバ２１０
は、アンテナを含む。レシーバ２１０は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信
号（受信信号）に変換してコントローラ２３０に出力する。
【００８０】
　トランスミッタ２２０は、コントローラ２３０の制御下で各種の送信を行う。トランス
ミッタ２２０は、アンテナを含む。トランスミッタ２２０は、コントローラ２３０が出力
するベースバンド信号（送信信号）を無線信号に変換してアンテナから送信する。
【００８１】
　コントローラ２３０は、ｅＮＢ２００における各種の制御を行う。コントローラ２３０
は、レシーバ２１０、トランスミッタ２２０及びネットワークインターフェイス２４０を
制御できる。コントローラ２３０は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッ
サにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する
。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、ＣＰＵと、を含む。ベースバンドプロセッ
サは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。ＣＰＵは、メモリに記
憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。コントローラ２３０は、後述する各種
の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
【００８２】
　ネットワークインターフェイス２４０は、Ｘ２インターフェイスを介して隣接ｅＮＢ２
００と接続される。ネットワークインターフェイス２４０は、Ｓ１インターフェイスを介
してＭＭＥ４００及びＳＧＷ５００と接続される。ネットワークインターフェイス２４０
は、Ｘ２インターフェイス上で行う通信及びＳ１インターフェイス上で行う通信等に使用
される。
【００８３】
　ネットワークインターフェイス２４０は、Ｘｗインターフェイスを介してＷＴ６００と
接続される。ネットワークインターフェイス２４０は、Ｘｗインターフェイス上で行う通
信等に使用される。
【００８４】
　本明細書では、ｅＮＢ２００が備えるレシーバ２１０、トランスミッタ２２０、コント
ローラ２３０及びネットワークインターフェイス２４０の少なくともいずれかが実行する
処理を、便宜上、ｅＮＢ２００が実行する処理（動作）として説明する。
【００８５】
　（無線ＬＡＮアクセスポイント）
　ＡＰ３００（無線ＬＡＮアクセスポイント）の構成について説明する。図６は、ＡＰ３
００を示すブロック図である。
【００８６】
　図６に示すように、ＡＰ３００は、レシーバ（受信部）３１０、トランスミッタ（送信
部）３２０、コントローラ（制御部）３３０、及びネットワークインターフェイス３４０
を備える。レシーバ３１０とトランスミッタ３２０とは、一体化されたトランシーバ（送
受信部）であってもよい。
【００８７】
　レシーバ３１０は、コントローラ３３０の制御下で各種の受信を行う。レシーバ３１０
は、アンテナを含む。レシーバ３１０は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信
号（受信信号）に変換してコントローラ３３０に出力する。
【００８８】
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　トランスミッタ３２０は、コントローラ３３０の制御下で各種の送信を行う。トランス
ミッタ３２０は、アンテナを含む。トランスミッタ３２０は、コントローラ３３０が出力
するベースバンド信号（送信信号）を無線信号に変換してアンテナから送信する。
【００８９】
　コントローラ３３０は、ＡＰ３００における各種の制御を行う。コントローラ３３０は
、レシーバ３１０、トランスミッタ３２０及びネットワークインターフェイス３４０を制
御できる。コントローラ３３０は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサ
により実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。
プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、ＣＰＵと、を含む。ベースバンドプロセッサ
は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。ＣＰＵは、メモリに記憶
されるプログラムを実行して各種の処理を行う。コントローラ３３０は、後述する各種の
処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
【００９０】
　ネットワークインターフェイス３４０は、所定のインターフェイスを介してバックホー
ルと接続される。ネットワークインターフェイス３４０は、ＷＴ６００と接続され、ＷＴ
６００との通信等に使用される。
【００９１】
　本明細書では、ＡＰ３００が備えるレシーバ３１０、トランスミッタ３２０、コントロ
ーラ３３０及びネットワークインターフェイス３４０の少なくともいずれかが実行する処
理を、便宜上、ＡＰ３００が実行する処理（動作）として説明する。
【００９２】
　（ＷＬＡＮ終端装置）
　ＷＴ６００（ＷＬＡＮ終端装置）の構成について説明する。図７は、ＷＴ６００を示す
ブロック図である。
【００９３】
　図７に示すように、ＷＴ６００は、コントローラ（制御部）６３０及びネットワークイ
ンターフェイス６４０を備える。
【００９４】
　コントローラ６３０は、ＷＴ６００における各種の制御を行う。コントローラ６３０は
、ネットワークインターフェイス６４０を制御できる。コントローラ６３０は、プロセッ
サ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッ
サによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、
ＣＰＵと、を含む。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号
化・復号等を行う。ＣＰＵは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行
う。コントローラ６３０は、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実
行する。
【００９５】
　ネットワークインターフェイス６４０は、所定のインターフェイスを介してバックホー
ルと接続される。ネットワークインターフェイス６４０は、ＡＰ３００と接続され、ＡＰ
３００との通信等に使用される。
【００９６】
　ネットワークインターフェイス６４０は、Ｘｗインターフェイスを介してｅＮＢ２００
と接続される。ネットワークインターフェイス６４０は、Ｘｗインターフェイス上で行う
通信等に使用される。
【００９７】
　本明細書では、ＷＴ６００が備えるコントローラ６３０及びネットワークインターフェ
イス６４０の少なくともいずれかが実行する処理を、便宜上、ＷＴ６００が実行する処理
（動作）として説明する。
【００９８】
　（実施形態に係る動作）
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　実施形態に係る動作について、図８を用いて説明する。図８は、実施形態に係る動作を
説明するためのシーケンス図である。
【００９９】
　図８において、ＵＥ１００は、ｅＮＢ２００－１（Ｓｏｕｒｃｅ　ｅＮＢ２００－１）
が管理するセル（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｅｌｌ）に在圏する。初期状態において、ＵＥ１０
０は、ＲＲＣ接続状態である。
【０１００】
　ステップＳ１０１において、ｅＮＢ２００－１は、ＬＷＡ設定（ＬＷＡ　ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎ）をＵＥ１００へ送信する。ＵＥ１００は、ＬＷＡが設定（コンフィグ）
される。ｅＮＢ２００－１は、個別シグナリング（例えば、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏ
ｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　メッセージ）により、ＵＥ１００へＬＷＡ設定を
送信してもよい。
【０１０１】
　ＬＷＡ設定は、ＷＬＡＮモビリティセットを含む。従って、ｅＮＢ２００は、ＷＬＡＮ
モビリティセットをＵＥ１００へ設定（コンフィグ）する。ＵＥ１００は、ＷＬＡＮモビ
リティセットが設定（コンフィグ）される。ＷＬＡＮモビリティセットは、ＷＴ６００と
関連付けられているＡＰ３００の識別子を含む。すなわち、ＷＴ６００は、ＡＰ３００の
識別子により示されるＡＰ３００を経由して、ＵＥ１００のデータをＵＥ１００又はｅＮ
Ｂ２００へ転送可能である。
【０１０２】
　ＵＥ１００は、ＬＷＡ動作が実行可能である。ＵＥ１００は、ｅＮＢ２００の無線リソ
ースだけでなく、ＷＬＡＮ３０の無線リソースを用いてｅＮＢ２００と通信可能である。
【０１０３】
　ステップＳ１０２において、ｅＮＢ２００は、ＷＬＡＮ測定設定（ＷＬＡＮ　Ｍｅａｓ
ｕｒｅｍｅｎｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）をＵＥ１００へ送信してもよい。これに
より、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ測定報告を行うように設定（コンフィグ）される。
【０１０４】
　ステップＳ１０３において、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ測定報告をｅＮＢ２００－１へ送
信してもよい。ＵＥ１００は、ＡＰ３００からの無線信号に基づくＲＳＳＩをトリガとし
て、ＷＬＡＮ測定報告をｅＮＢ２００－１へ送信する。ｅＮＢ２００は、ＷＬＡＮ測定報
告をＵＥ１００から受信する。
【０１０５】
　ステップＳ１０４において、ＵＥ１００は、測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅ
ｐｏｒｔ）をｅＮＢ２００－１へ送信する。ｅＮＢ２００は、測定報告をＵＥ１００から
受信する。測定報告は、ｅＮＢ２００（セル）からの受信信号の受信レベル（受信強度：
ＲＳＲＰ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｐｏｗｅｒ）及び／又
は受信品質：ＲＳＲＱ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａ
ｌｉｔｙ）など）の測定値を含む。
【０１０６】
　ステップＳ１０５において、ｅＮＢ２００－１は、測定報告に基づいて、ｅＮＢ２００
－２へのハンドオーバを決定する。
【０１０７】
　ステップＳ１０６において、ｅＮＢ２００－１は、ハンドオーバの決定に応じて、ハン
ドオーバ要求メッセージをｅＮＢ２００－２へ送る。
【０１０８】
　ハンドオーバ要求メッセージは、ハンドオーバのためのリソースの準備を要求するため
のメッセージである。ハンドオーバ要求メッセージは、ターゲット側でハンドオーバを準
備するために必要な情報を渡すためのメッセージである。
【０１０９】
　ハンドオーバ要求メッセージは、ＷＴ６００の識別子（例えば、ＷＴ　ＩＤ）を含んで
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いてもよい。ＷＴ６００の識別子は、ＵＥ１００へ設定したＷＬＡＮモビリティセットに
含まれるＡＰ３００の識別子が関連付けられているＷＴ６００を示す。すなわち、ＷＴ６
００とＷＬＡＮモビリティセットに含まれるＡＰ３００とが関連付けられている。ＷＴ６
００は、当該ＡＰ３００を管理している。
【０１１０】
　ハンドオーバ要求メッセージは、ＵＥ１００の識別子を含んでいてもよい。ＵＥ１００
の識別子は、例えば、ＵＥ　ＩＤ及びＷＴ　ＵＥ　ＸｗＡＰ　ＩＤの少なくとも一方であ
る。ＵＥ　ＩＤは、ＵＥのＷＬＡＮ　ＭＡＣアドレスを示す。ＷＴ　ＵＥ　ＸｗＡＰ　Ｉ
Ｄは、ＷＴ６００により割り当てられたＵＥ１００の識別子である。
【０１１１】
　ｅＮＢ２００－２は、例えば、ＷＴ６００を変更（チェンジ）する場合に、ＵＥのＷＬ
ＡＮ　ＭＡＣアドレスをＵＥ１００から取得する動作（ＲＲＣメッセージの送受信）を省
略できる。
【０１１２】
　ハンドオーバ要求メッセージは、ＵＥ１００へ設定したＷＬＡＮモビリティセットを含
んでいてもよい。
【０１１３】
　ハンドオーバ要求メッセージは、ＵＥ１００からのＷＬＡＮ測定報告の情報を含んでい
てもよい。ｅＮＢ２００－１は、ＵＥ１００から受信した最新のＷＬＡＮ測定報告の情報
をハンドオーバ要求メッセージへ含めてもよい。ＷＬＡＮ測定報告の情報は、ＵＥ１００
から受信したＷＬＡＮ測定報告の全てであってもよい。ＷＬＡＮ測定報告の情報は、ＵＥ
１００から受信したＷＬＡＮ測定報告の一部であってもよい。
【０１１４】
　ｅＮＢ２００－２は、ハンドオーバ要求メッセージを受け取る。
【０１１５】
　ハンドオーバ要求メッセージがＷＴ６００の識別子を含む場合、ｅＮＢ２００－２は、
ハンドオーバ対象であるＵＥ１００にＬＷＡが設定されていると判定できる。ｅＮＢ２０
０－２は、ＷＴ６００の識別子に基づいて、ＵＥ１００に設定されたＷＬＡＮモビリティ
セットに含まれるＡＰ３００の識別子が関連付けられているＷＴ６００を把握することが
できる。すなわち、ｅＮＢ２００－２は、後述するＷＴ追加要求メッセージの送信先を特
定できる。従って、ｅＮＢ２００－２は、他のＷＴ６００へＷＴ追加要求メッセージを送
信せずに済む。
【０１１６】
　ステップＳ１０７において、ｅＮＢ２００－２は、ＷＴ追加要求メッセージ（ＷＴ　Ａ
ｄｄｉｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）をＷＴ６００へ送る。ｅＮＢ２００－２は、ハンドオ
ーバ要求メッセージに含まれるＷＴ６００の識別子に基づいて、ＷＴ追加要求メッセージ
をＷＴ６００へ送ってもよい。ｅＮＢ２００－２は、ハンドオーバ要求メッセージの受信
に応じて、ＷＴ追加要求メッセージをＷＴ６００へ送ってもよい。
【０１１７】
　ＷＴ追加要求メッセージは、特定ＵＥ（ＵＥ１００）のためにＬＷＡのためにリソース
の準備を要求するメッセージである。
【０１１８】
　ＷＴ追加要求メッセージは、ハンドオーバ要求メッセージに含まれるＵＥ１００の識別
子（ＵＥ　ＩＤ及びＷＴ　ＵＥ　ＸｗＡＰ　ＩＤの少なくとも一方）を含んでいてもよい
。この識別子により、ＷＴ６００は、ＵＥ１００を特定することができる。従って、ＷＴ
６００は、ＷＬＡＮモビリティセットが設定されている既知のＵＥ１００か否かを判定で
きる。
【０１１９】
　ＷＴ追加要求メッセージは、ＷＬＡＮモビリティセットを含む。ここで、ＷＬＡＮモビ
リティセットは、ハンドオーバ要求メッセージに含まれるＷＬＡＮモビリティセットであ
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ってもよい。これにより、既にＵＥ１００に設定されているＷＬＡＮモビリティセットを
有効活用できる。
【０１２０】
　ハンドオーバ要求メッセージが、ＵＥ１００からのＷＬＡＮ測定報告の情報を含む場合
、ｅＮＢ２００－２は、当該情報に基づくＷＬＡＮモビリティセットをＷＴ追加要求メッ
セージに含めてもよい。ｅＮＢ２００－２は、ＷＬＡＮ測定報告の情報に基づいて、ＷＬ
ＡＮモビリティセットを作成（更新）することにより、適切なＷＬＡＮモビリティセット
をＵＥ１００に設定可能である。
【０１２１】
　ｅＮＢ２００－２は、ＷＴ追加要求メッセージに含めるＷＬＡＮモビリティセットとし
て、ｅＮＢ２００－２がＵＥ１００へ提供する予定のＷＬＡＮモビリティセット候補であ
ってもよい。例えば、ｅＮＢ２００－２は、ＷＬＡＮ測定報告の情報に基づいて作成した
ＷＬＡＮモビリティセット候補を、ＷＬＡＮモビリティセットとしてＷＴ追加要求メッセ
ージに含めてもよい。
【０１２２】
　ＷＴ６００は、ＷＴ追加要求メッセージをｅＮＢ２００から受け取る。ＷＴ６００は、
ＷＬＡＮモビリティセットに基づいて、ＷＴ追加要求を承認するか否かを判定してもよい
。
【０１２３】
　ステップＳ１０８において、ＷＴ６００は、ＷＴ追加要求メッセージに対する応答をｅ
ＮＢ２００へ送る。
【０１２４】
　ＷＴ６００は、応答として、ＷＴ追加要求承認メッセージ（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　
Ｒｅｑｕｅｓｔ　ＡＣＫ．（ＡＣＫＮＯＷＬＥＤＧＥ））を送ってもよい。
【０１２５】
　ＷＴ追加要求承認メッセージは、ＷＴ追加準備についてｅＮＢ２００が確認（ｃｏｎｆ
ｉｒｍ）するためのメッセージである。
【０１２６】
　例えば、ＷＴ６００は、ＷＴ追加要求メッセージに含まれるＷＬＡＮモビリティセット
がＵＥ１００に設定されているＷＬＡＮモビリティセットと一致している場合に、ＷＴ追
加要求承認メッセージを送ってもよい。
【０１２７】
　ＷＴ６００は、ＷＴ追加要求メッセージに含まれるＷＬＡＮモビリティセットがＷＴ６
００と関連付けられているＡＰ３００（の識別子）を示す場合、ＷＴ追加要求承認メッセ
ージを送ってもよい。
【０１２８】
　ＷＴ追加要求承認メッセージは、ＷＴ６００がＵＥ１００のコンテキスト情報（例えば
、ＵＥ１００の識別子、及びＷＬＡＮモビリティセットなど）を保持することを示す情報
を含んでいてもよい。
【０１２９】
　ＷＴ６００は、ｅＮＢ２００－２からＷＬＡＮモビリティセット（候補）を受信した場
合、ＷＬＡＮモビリティセット（候補）を更新してもよい。ＷＴ６００は、更新されたＷ
ＬＡＮモビリティセットをＷＴ追加要求承認メッセージに含めてもよい。例えば、ＷＴ６
００は、ＵＥ１００に設定されたＷＬＡＮモビリティセットのＡＰ３００の識別子のうち
、当該ＷＬＡＮモビリティセット（候補）に含まれないＡＰ３００の識別子をＷＬＡＮモ
ビリティセット（候補）に追加してもよい。ＷＴ６００は、追加されたＷＬＡＮモビリテ
ィセットを更新されたＷＬＡＮモビリティセットとしてＷＴ追加要求承認メッセージに含
めてもよい。ＷＴ６００は、ＵＥ１００に設定されたＷＬＡＮモビリティセット自体を更
新されたＷＬＡＮモビリティセットとしてＷＴ追加要求承認メッセージに含めてもよい。
【０１３０】
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　一方、ＷＴ６００は、応答として、ＷＴ追加要求拒否メッセージ（ＷＴ　Ａｄｄｉｔｉ
ｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ＮＡＣＫ．（ＮＡＣＫＮＯＷＬＥＤＧＥ））を送ってもよい。
【０１３１】
　ＷＴ追加要求拒否メッセージは、ＷＴ追加準備が失敗したことをｅＮＢ２００へ知らせ
るためのメッセージである。
【０１３２】
　ＷＴ６００は、ＷＴ追加要求メッセージに含まれるＷＬＡＮモビリティセットに基づい
てＷＴ追加要求拒否メッセージを送ってもよい。例えば、ＷＴ６００は、ＷＴ追加要求メ
ッセージに含まれるＷＬＡＮモビリティセットが自身（ＷＴ６００）と関連付けられてい
ないＡＰ３００の識別子を含む場合、ＷＴ追加要求拒否メッセージを送ってもよい。ＷＴ
６００は、ＷＴ追加要求メッセージに含まれるＷＬＡＮモビリティセットがＵＥ１００に
設定されたＷＬＡＮモビリティセットに含まれないＡＰ３００の識別子を含む場合、ＷＴ
追加要求拒否メッセージを送ってもよい。
【０１３３】
　ＷＴ追加要求拒否メッセージは、当該メッセージがＷＴ追加要求メッセージに含まれる
ＷＬＡＮモビリティセットに基づくことを示す理由情報を含んでもよい。例えば、理由情
報は、ＷＬＡＮモビリティセット（候補）がＷＴ６００と関連付けられていないＡＰ３０
０の識別子を含むことを示してもよい。理由情報は、ＷＬＡＮモビリティセット（候補）
がユーザ端末に設定されたＷＬＡＮモビリティセットと一致しないことを示してもよい。
理由情報は、ＷＬＡＮモビリティセット（候補）がユーザ端末に設定されたＷＬＡＮモビ
リティセットに含まれないＡＰ３００の識別子を含むことを示してもよい。
【０１３４】
　ＷＴ追加要求拒否メッセージは、ＵＥ１００に設定されたＷＬＡＮモビリティセット（
ＡＰ３００の識別子）を含んでもよい。ｅＮＢ２００－２は、ＵＥ１００に設定されてい
るＷＬＡＮモビリティセット（ＡＰ３００の識別子）を把握することができる。
【０１３５】
　ｅＮＢ２００－２は、ＷＴ追加要求拒否メッセージを受信した場合、ＷＴ追加要求拒否
メッセージに含まれる理由情報及び／又はＷＬＡＮモビリティセットに基づいて、ＷＬＡ
Ｎモビリティセットを更新できる。ｅＮＢ２００－２は、更新されたＷＬＡＮモビリティ
セットを含む新たなＷＴ追加要求メッセージをＷＴ６００へ送ってもよい。
【０１３６】
　ステップＳ１０９において、ｅＮＢ２００－２は、ハンドオーバ要求メッセージに対す
る応答をｅＮＢ２００－１へ送る。
【０１３７】
　ｅＮＢ２００－２は、応答として、ハンドオーバ要求承認メッセージ（ＨＯ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ　ＡＣＫ．（ＡＣＫＮＯＷＬＥＤＧＥ））を送ってもよい。ｅＮＢ２００－２は、
ＷＴ追加要求承認メッセージの受信に応じて、ハンドオーバ要求承認メッセージを送って
もよい。
【０１３８】
　ハンドオーバ要求承認メッセージは、ターゲット（ｅＮＢ２００－２）での準備された
リソースについてｅＮＢ２００－１へ知らせるためのメッセージである。
【０１３９】
　ハンドオーバ要求承認メッセージは、ＷＴ６００がＵＥ１００のコンテキスト情報（例
えば、ＷＬＡＮモビリティセット）を保持することを示す保持情報を含んでいてもよい。
ｅＮＢ２００－２は、ＷＴ追加要求承認メッセージにより、ＷＴ６００から受信した当該
情報をハンドオーバ要求承認メッセージに含めてもよい。ｅＮＢ２００－２は、新たにＷ
Ｔ６００がＵＥ１００のコンテキスト情報を保持することを示す情報を生成し、生成した
当該情報をハンドオーバ要求承認メッセージに含めてもよい。これにより、ｅＮＢ２００
－１は、ＷＴ６００がＵＥ１００のコンテキスト情報を保持することが把握できる。通常
、ｅＮＢ２００－１は、ＵＥ１００がハンドオーバを実行する場合、ＷＴ解放要求メッセ
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ージをＷＴ６００へ送る。ＷＴ解放要求メッセージは、リソースの解放を要求するメッセ
ージである。これにより、ＷＴ６００は、ＵＥ１００のコンテキスト情報も解放する。一
方で、ＷＴ６００がＵＥ１００のコンテキスト情報を保持する場合、ｅＮＢ２００－１は
、ＵＥ１００のコンテキスト情報を解放させないための指示（情報）を含むＷＴ解放要求
メッセージをＷＴ６００へ送ってもよい。当該指示は、保持情報であってもよい。ＷＴ６
００は、指示を受信した場合、ＵＥ１００のコンテキスト情報を保持した状態で、ｅＮＢ
２００とＷＴ６００との間の接続（ＵＥ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　
ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ（ＸｗＡＰ））を解放することができる。
【０１４０】
　保持情報は、既存のＵＥコンテキスト保持指示子（ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｋｅｐｔ　
Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）とは異なってもよい。ＵＥコンテキスト保持指示子は、ＳｅＮＢ（
Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｅＮＢ）の変更なくＭｅＮＢ（Ｍａｓｔｅｒ　ｅＮＢ）間（ｉｎｔ
ｅｒ－ＭｅＮＢ）でハンドオーバが実行されるケースにおいてＵＥコンテキスト情報がＳ
ｅＮＢで保持されていることを示す。これにより、ｅＮＢ２００－１は、保持情報を既存
のＵＥコンテキスト保持指示子と混同せずに、ＷＴ６００がＵＥ１００のコンテキスト情
報を保持することが把握できる。
【０１４１】
　ｅＮＢ２００－２は、二重接続（ＤＣ：Ｄｕａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）が実行
されているケースにおいて、ＳｅＮＢの変更なくＭｅＮＢ間でハンドオーバが実行される
場合、保持情報とＵＥコンテキスト保持指示子とをハンドオーバ要求承認メッセージに含
めてもよい。
【０１４２】
　ＤＣは、マスタセルグループとセカンダリセルグループとが設定されている、ＲＲＣ接
続状態のＵＥ１００の動作モードである。マスタセルグループは、ＤＣにおいて、ＭｅＮ
Ｂに関連付けられたサービングセルのグループであり、ＰＣｅｌｌとオプション的に１以
上のＳＣｅｌｌとにより構成される。セカンダリセルグループは、ＳｅＮＢに関連付けら
れたサービングセルのグループであり、ＰＳＣｅｌｌとオプション的に１以上のＳＣｅｌ
ｌとにより構成される。ＳｅＮＢは、ＤＣにおいて、ＵＥ１００のために追加的な無線リ
ソースを提供するがＭｅＮＢではないｅＮＢ２００である。
【０１４３】
　ｅＮＢ２００－２は、ＤＣが実行されていない場合には、既存のＵＥコンテキスト保持
指示子（ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｋｅｐｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を保持情報として用い
てもよい。ｅＮＢ２００－１は、ＤＣが実行されていない場合には、既存のＵＥコンテキ
スト保持指示子（ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｋｅｐｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を保持情報と
して認識してもよい。
【０１４４】
　一方、ｅＮＢ２００－２は、応答として、ハンドオーバ要求拒否メッセージ（ＨＯ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ　ＮＡＣＫ．（ＮＡＣＫＮＯＷＬＥＤＧＥ））を送ってもよい。ｅＮＢ２０
０－２は、ＷＴ追加要求拒否メッセージの受信に応じて、ハンドオーバ要求拒否メッセー
ジを送ってもよい。
【０１４５】
　ハンドオーバ要求拒否メッセージは、ハンドオーバ準備が失敗したことをｅＮＢ２００
－１へ知らせるためのメッセージである。
【０１４６】
　以下において、ｅＮＢ２００－２は、応答として、ハンドオーバ要求承認メッセージを
送ったと想定して説明を進める。
【０１４７】
　ステップＳ１１０において、ｅＮＢ２００－１は、ハンドオーバを実行するためのＲＲ
Ｃメッセージ（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎ．Ｒｅｃｏｎｆ．）をＵＥ１００へ送信する。ＵＥ１０
０は、ハンドオーバを実行するための動作を開始する。
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【０１４８】
　ステップＳ１１１において、ハンドオーバ実行フェーズ（ＨＯ　Ｅｘｃｅｕｔｉｏｎ）
及びハンドオーバ完了フェーズ（ＨＯ　Ｃｏｍｐｌｅｔｉｏｎ）による動作が実行される
。
【０１４９】
　その後、ＵＥ１００は、ｅＮＢ２００－２との通信において、ＬＷＡ動作を実行する。
ｅＮＢ２００－２は、ＵＥ１００にＬＷＡ（ＷＬＡＮモビリティセット）の設定を実行し
てもよい。ｅＮＢ２００－２は、既にＵＥ１００に設定されているＬＷＡ設定との差分を
ＵＥ１００へ伝えてもよい。
【０１５０】
　以上により、ＵＥ１００に設定されたＷＬＡＮモビリティセットに関連するＷＴ６００
を維持した状態で、ハンドオーバを実行することができる。その結果、ハンドオーバが実
行された場合であっても、ＬＷＡ動作がスムーズに実行され得る。ハンドオーバが終了し
た後に、新たにＬＷＡ設定をするためのシグナリング（又はオーバヘッド）を低減し得る
。
【０１５１】
　［その他の実施形態］
　上述した各実施形態によって、本出願の内容を説明したが、この開示の一部をなす論述
及び図面は、本出願の内容を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当
業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
【０１５２】
　上述した実施形態では、ｅＮＢ２００－２がＷＴ追加要求メッセージを送るケースを説
明したが、これに限られない。ｅＮＢ２００は、ＷＴ追加要求メッセージの代わりに、Ｗ
Ｔ変更要求メッセージ（ＷＴ　Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を送っても
よい。従って、上述の「ＷＴ追加要求」は、「ＷＴ変更要求」に適宜置き換えることが可
能である。
【０１５３】
　ｅＮＢ２００－２からＷＴ６００へ送られるＷＴ変更要求メッセージは、特定ＵＥのた
めにＷＴリソースを変更するための準備を要求するメッセージである。ＷＴ６００からｅ
ＮＢ２００－２へ送られるＷＴ変更要求承認メッセージは、特定ＵＥのためにＷＴリソー
スの変更するためのｅＮＢ２００－２の要求を確認（承認：ｃｏｎｆｉｒｍ）するための
メッセージである。ＷＴ６００からｅＮＢ２００－２へ送られるＷＴ変更要求拒否メッセ
ージは、ｅＮＢ２００－２が開始したＷＴ変更が失敗したことをｅＮＢ２００－２へ知ら
せるためのメッセージである。
【０１５４】
　上述した実施形態において、ＵＥ１００、ｅＮＢ２００及びＷＴ６００の動作を一連の
シーケンスで説明したが、一部の動作のみが実行され、全ての動作が実行されなくてもよ
い。
【０１５５】
　上述した実施形態では特に触れていないが、上述した各ノード（ＵＥ１００、ｅＮＢ２
００、ＡＰ３００、及びＷＴ６００など）のいずれかが行う各処理をコンピュータに実行
させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記
録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラ
ムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ
読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限
定されるものではないが、例えば、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭ等の記録媒体であって
もよい。
【０１５６】
　或いは、ＵＥ１００、ｅＮＢ２００、ＡＰ３００及びＷＴ６００のいずれかが行う各処
理を実行するためのプログラムを記憶するメモリ及びメモリに記憶されたプログラムを実
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行するプロセッサ）によって構成されるチップが提供されてもよい。
【０１５７】
　上述した実施形態では、移動通信システムの一例としてＬＴＥシステムを説明したが、
本開示内容は、ＬＴＥシステムに限定されるものではない。本開示内容は、ＬＴＥシステ
ム以外のシステムに適用されてもよい。
【０１５８】
　［付記］
　（１）導入
　この付記では、ＷＴ変更を伴わないｅＮＢ間ハンドオーバ（ｉｎｔｅｒ　ｅＮＢ　ｈａ
ｎｄｏｖｅｒ）の初期考察を提供する。
【０１５９】
　（２）検討
　ＵＥ関連のＸｗＡＰ手順（ＵＥ－ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ＸｗＡＰ　ｐｒｏｃｅｄｕｒ
ｅｓ）は、Ｒｅｌ－１２　ＤＣに関するＸ２手順に基づいてＲｅｌ－１３で明確化された
。従って、それを、拡張ＤＣ（ＥｘｔＤＣ）のためのＲｅｌ－１３　Ｘ２手順（すなわち
、ＳｅＮＢ変更を伴わないＭｅＮＢ間ハンドオーバ）を考慮して、ＷＴ変更を伴わないｅ
ＮＢ間ハンドオーバの拡張について検討するベースラインとみなすことができる。ＷＴ変
更を伴わないｅＮＢ間ハンドオーバのベースラインとして、シグナリングフローを図９に
示すことができる。図９は、ＷＴ変更を伴わないｅＮＢ間ハンドオーバのためのベースラ
インシグナリングフローを示す。
【０１６０】
　ステップＳ１及びＳ２：ハンドオーバ要求及びＷＴ追加要求（ＨＡＮＤＯＶＥＲ　ＲＥ
ＱＵＥＳＴ　＆　ＷＴ　ＡＤＤＩＴＩＯＮ　ＲＥＱＵＥＳＴ）
　拡張（ＥｘｔＤＣ）に関して、ハンドオーバ要求は、ＳｅＮＢにおけるＵＥコンテキス
トリファレンスとして、Ｇｌｏｂａｌ　ＳｅＮＢ　ＩＤ及びＳｅＮＢ　ＵＥ　Ｘ２ＡＰ　
ＩＤ　ＩＥを含み、これらの情報は、対応するＳＥＮＢ追加要求で用いられる。ｅＬＷＡ
に対応して、ＷＴ　ＩＤ及びＷＴ　ＵＥ　ＸｗＡＰ　ＩＤ　ＩＥがハンドオーバ要求に必
要であり、ＷＴ　ＵＥ　ＸｗＡＰ　ＩＤ　ＩＥがＷＴ追加要求に含まれる必要がある。
【０１６１】
　拡張ＤＣ（ＥｘｔＤＣ）との共通性に加えて、いくつかのＬＷＡ固有のＩＥを検討すべ
きである。
【０１６２】
　・ＵＥ識別子（ＵＥ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）
　ＷＴ追加要求は、ＵＥ識別子ＩＥ（すなわち、ＵＥのＷＬＡＮ　ＭＡＣアドレス）を必
須ＩＥとして有する。しかしながら、ターゲットｅＮＢが、ＷＴ追加要求上でその識別子
を知る方法がない可能性がある。従って、ハンドオーバ要求は、ＷＴ追加要求においてＵ
Ｅ識別子ＩＥを必須として保持することが望ましい場合には、ＵＥ識別子ＩＥを通知する
必要がある。
【０１６３】
　・モビリティセット
　ソースｅＮＢ及びターゲットｅＮＢはそれぞれ、モビリティセットを有し、ＷＴ変更を
伴わないｅＮＢ間ハンドオーバ中に異なるモビリティセットがＷＴに提供される可能性が
あると仮定する。このケースでは、ターゲットｅＮＢによって提供される新たなモビリテ
ィセットが、ＵＥが現在関連しているＷＬＡＮ（例えば、ＢＳＳＩＤ）を含まない場合、
問題である可能性がある。従って、ｅＮＢ又はＷＴのいずれかが、新しいモビリティセッ
トがこのＬＷＡに適用可能かどうかをチェックする。ターゲットｅＮＢがチェックを実行
する場合、実装に応じて、ハンドオーバ要求内で、例えば、（ＲＲＣコンテナから理解さ
れるべき）ＷＬＡＮ測定結果、ＵＥに現在関連付けられているＷＬＡＮ識別子、及び／又
は（古い）モビリティセットを、ソースｅＮＢから通知される必要があってもよい。一方
、ＷＴがチェックを実行する場合、ＵＥに関連するＷＬＡＮ識別子を知っているので、そ
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のような情報転送は必要ではないかもしれないが、ターゲットｅＮＢの観点からは盲目的
に行われている、すなわち、ターゲットｅＮＢはＷＬＡＮがそのモビリティセットに含ま
れていることを知らない。そのような曖昧な動作を避けるためには、ｅＮＢに責任を有す
ることが望ましい可能性がある。
【０１６４】
　ステップＳ３：ＷＴ追加要求承認（ＷＴ　ＡＤＤＩＴＩＯＮ　ＲＥＱＵＥＳＴ　ＡＣＫ
ＮＯＷＬＥＤＧＥ）
　ＷＴがＷＬＡＮリソース要求を認めることができる場合、ＷＴは、ＷＴ追加要求承認で
応答する。ＷＴがＷＴ　ＵＥ　ＸｗＡＰ　ＩＤ　ＩＥを受信し、ＷＴ　ＵＥ　ＸｗＡＰ　
ＩＤ　ＩＥがそのようなＩＤを有する既存のＵＥコンテキストと一致しないアブノーマル
ケースでは、ＷＴは、拡張ＤＣのケースと同様に、ＷＴ追加要求拒否（ＷＴ　ＡＤＤＩＴ
ＩＯＮ　ＲＥＱＵＥＳＴ　ＲＥＪＥＣＴ）を用いて、当該手順を拒否できる。
【０１６５】
　ステップＳ４：ハンドオーバ要求承認（ＨＡＮＤＯＶＥＲ　ＲＥＱＵＥＳＴ　ＡＣＫＮ
ＯＷＬＥＤＧＥ）
　拡張ＤＣのための既存の手順によれば、ターゲットｅＮＢは、ＵＥコンテキストがＷＴ
に保持されているかどうかをソースＭｅＮＢに示してもよい。この指示（インディケーシ
ョン）に関して、ソースｅＮＢがｅＬＷＡと拡張ＤＣとを区別する必要がない限り、すな
わち、ＷＴ変更を伴わないｅＮＢ間ハンドオーバとＳｅＮＢ変更を伴わないＭｅＮＢ間ハ
ンドオーバの同時実行が許可されない限り、既存のＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｋｅｐｔ　Ｉ
ｎｄｉｃａｔｏｒ　ＩＥを再利用できてもよい。今回のリリースでは、ＬＷＡとＤＣの同
時展開が除外されているため、意味がある。
【０１６６】
　ステップＳ５：ＷＴ解放要求（ＷＴ　ＲＥＬＥＡＳＥ　ＲＥＱＵＥＳＴ）
　ハンドオーバ要求承認の仮定と同様に、ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｋｅｐｔ　Ｉｎｄｉｃ
ａｔｏｒ　ＩＥを再使用できてもよい。当該ＩＥは、ソースｅＮＢに向けたＵＥ関連シグ
ナリング接続に関するリソースのみが解放されるべきであることをＷＴが理解することを
容易にする。
【０１６７】
　ステップＳ６：ＷＴ関連確認（ＷＴ　ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ　ＣＯＮＦＩＲＭＡＴＩ
ＯＮ）
　ＷＴは、関連付け成功後、このメッセージをターゲットｅＮＢに送信してもよい。
【０１６８】
　・ＵＥの再関連付けが必要かどうかは、ＲＡＮ２次第である。
【０１６９】
　・維持されるであろうＷＴは、トリガとしてＷＴとＵＥとの間の再関連付けの完了によ
り、ＵＬユーザデータ送信の方向がソースｅＮＢからターゲットｅＮＢへ切り替わるとき
を知ることができる。
【０１７０】
　ステップＳ７：パス切り替え手順（Ｐａｔｈ　Ｓｗｉｔｃｈ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）
　ＬＷＡ動作は、ＭＭＥに対してトランスペアレントであるため、ターゲットｅＮＢは、
通常のハンドオーバのようにパス切り替え手順を実行する。
【０１７１】
　ステップＳ８：ターゲットｅＮＢからソースｅＮＢへのＵＥコンテキスト解放（ＵＥ　
ＣＯＮＴＥＸＴ　ＲＥＬＥＡＳＥ）
　ターゲットｅＮＢは、現在のように、当該メッセージをソースｅＮＢへ送る。
【０１７２】
　ステップＳ９：ソースｅＮＢからＷＴへのＵＥコンテキスト解放
　拡張ＤＣの既存の手順によれば、ソースＭｅＮＢに向かうＵＥコンテキストに関連付け
られたリソースに関するＣプレーンをＳｅＮＢに解放させるために、ＵＥコンテキスト解
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放は、ソースＭｅＮＢによって開始される。ｅＬＷＡのケースでは、ＸｗＡＰにおいて、
ＵＥコンテキスト解放がこれまで明確化されていないため、同じではない。ＷＴ解放要求
がこの目的のために使用できるかどうか、すなわち、ステップ５の後に、ＷＴのみがＣプ
レーン関連リソースを解放できるかどうか、を検討すべきである。必要に応じて、ＸｗＡ
Ｐにおいて、新しいＵＥコンテキスト解放手順が導入されてもよい。
【０１７３】
　表１は、ＷＴ変更を伴わないｅＮＢ間ハンドオーバをサポートするための変更の概要を
示す。サポートされる必要がある場合には、ＷＴ追加に伴うｅＮＢ間ハンドオーバのシナ
リオにも適用可能であってもよい。
【０１７４】
【表１】

【０１７５】
　提案１：上記検討を考慮すべきである。
【０１７６】
　米国仮出願第６２／３１６７５２号（２０１６年４月１日出願）の全内容が、参照によ
り、本願明細書に組み込まれている。
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